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国⺠健康保険税⼦ども・⼦育て⽀援納付⾦分の
税率設定について

１

税率設定の概要等について

（１）税率設定が必要な理由
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第47号）の施行に伴い、令
和８年度から医療保険料に上乗せする形で「子ども・子育て支援納付金」の賦課・徴収が開
始される。
島田市の国民健康保険においても、令和８年度から国民健康保険税の区分を１つ増やし賦
課・徴収を行うため、税率設定が必要となる。

（２）子ども・子育て支援金制度の概要
国が少子化対策を強化するために策定した「子ども・子育て支援加速化プラン」を支える財源。
子ども・子育て支援法で定められた対象費用（出産・子育て応援給付金の制度化、共働き・共
育てを推進するための経済支援、こども誰でも通園制度等）に充てる。

令和８年度から徴収が始まり、令和10年度にかけて段階的に引き上げられる。



２



３



（６）令和８年度子ども・子育て支援納付金
県仮算定金額 ５２，２３４，６２１円

（７）賦課方式： ２方式（所得割・均等割） 静岡県下で統一

（８）税率（案）

（９）課税限度額（案）： 30,000円（予定）
政令で定める金額で、令和８年３月末に公布される予定
高所得世帯の課税額が無制限にならないように設けられる。

（10）軽減措置 ：有（均等割）
政令で定める「軽減判定所得基準」に従う。
低所得世帯の保険税負担の軽減を図るため、基準に基づき均等割を７割・５割・２割軽減する。
軽減分は、公費により財源補填される。
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（11）周知・広報について
・市公式ウェブサイトへの掲載（こども家庭庁作成：制度周知のチラシ）
・広報紙（広報しまだ12月号）への掲載
・窓口で国保加入者へ制度周知のチラシを配布
・令和８年度国民健康保険税納税通知書に、制度周知のチラシを同封

賦課・徴収時に混乱が生じることがないよう、制度の意義や目的等について、被保険
者に分かりやすく丁寧な周知、広報を引き続き行う。

（12）今後の予定
①令和８年２月
島田市議会定例会に島田市国民健康保険税条例の一部改正について提案する。

②令和８年７月中旬
令和８年度国民健康保険税納税通知書を被保険者に送付
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マイナ保険証の利⽤状況について

６

全国平均利
用率

マイナ保険証利
用率（※）

登録率マイナ保険証
登録者数

被保険者数対象月

48.16％79.10％79.8％12,930人16,203人令和７年10月

45.26％78.22％79.7％12,943人16,243人令和７年９月

44.03％76.91％79.4％12,958人16,315人令和７年８月

16.44％31.92％75.8％12,702人16,763人令和６年10月

令和６年12月２日から健康保険証が、新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康
保険証利用（マイナ保険証）を基本とする仕組みに移行

【マイナ保険証登録・利用状況】 令和７年１２月時点

※「マイナ保険証利用率」
マイナ保険証によるオンライン資格確認利用人数（各月の医療機関ごとに１件）÷外来レセプト件数（件数）




